
※土曜日のみ、母子健康手帳・妊婦健診受診票の交付を子ども家庭係
　で行っています。

☎03-3602-1387 ☎03-3602-1389

郵便局
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2021

　進学や就職時に使うこともありますので、大切に保管しましょう。

★子ども未来プラザ鎌倉

⑴個人番号（マイナンバー）確認
資料

　　マイナンバーカード、個人番
号記載住民票、通知カード（記
載事項が住民票と一致している
もの）のうち1点

⑵本人確認資料
　　顔写真付きは1点（マイナン
バーカード、運転免許証、在留
カードなど）

　　顔写真なしは2点（健康保険
証、年金手帳など）

子ども総合センター（月～金曜日）　母子保健係

　○子ども総合センター（土曜日のみ）　子ども家庭係

開館時間は区ホームページでご確認ください。

親子健康手帳（母子健康手帳）の交付 子ども総合センター 母子保健係 ☎03-3602-1387

　医療機関で妊娠の診断を受けたら、妊娠届出書（診断を受けた医療機関名や出
産予定日等）をご記入いただき、母子健康手帳・妊婦健康診査受診票等をお渡し
しています。
　交付時、または後日「ゆりかご面接」（下記「ゆりかご面接」を参照）を実施し
妊娠・出産に関する様々な相談に応じています。
　母子健康手帳は、お母さんの妊娠中の検査結果やお子さんの成長・予防接種の
記録をしていくものです。妊婦健康診査やお子さんの健康診査、予防接種時には
必ず持っていきましょう。
　進学や就職時に使うこともありますので、大切に保管しましょう。

〇子ども総合センター
〇保健センター
〇基幹型児童館
〇子ども未来プラザ
〇子育て支援窓口（区役所4階401番）
〇区役所夜間・休日窓口…区役所閉庁時
〇区民事務所

受付時間は区ホームページで
ご確認ください。

⑴ 個人番号（マイナンバー）確認資料
　 　マイナンバーカード、個人番

号記載住民票、通知カード（記
載事項が住民票と一致している
もの）のうち1点

⑵本人確認資料
　 　顔写真付きは1点
　 　（マイナンバーカード、
　　　運転免許証、在留カードなど）
　 　顔写真なしは2点
　 　（健康保険証、年金手帳など）

必要な持ち物交付手続場所（2024年4月現在）

ゆりかご面接（妊婦面接） 青戸保健センター ☎03-3602-1284

　助産師や保健師等と面接し、妊娠期からのサポートプランを作成します。面接
を受けた妊婦の方は妊娠子育て応援券・出産応援ギフトの申請手続きができます。
　※ 区では、妊娠・子育てをサポートします。お気軽にご相談くだ

さい。
　ゆりかご面接実施場所とご予約は区ホームページをご覧くだ
さい。

マタニティパス 子育て政策課 管理係 ☎03-5654-8293

　妊娠をお祝いするとともに、妊婦の外出支援を行うことで、妊娠中の負担軽減
を図ります。
事業内容等詳細は区ホームページをご覧ください。
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4回（多胎児を妊娠されている方は6回：白色）

歯と口も万全にしましょう。

等

　都外医療機関等で受診する方は、申請により健診費用の一部を助成します。

都外医療機関（里帰り先）で妊婦健康診査・妊婦超音波検査・妊婦子宮
頸がん検診・新生児聴覚検査を自費で受診する方
助産院については、2回目以降の妊婦健康診査・新生児聴覚検査を自費で
受診する方（いずれも日本国内に限ります。）

健康部（保健所）健康推進課　☎03-3602-1268
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5,090円
令和5年度 （参考）

（1回につき）

ついて

　窓口または郵送で申請してください。

※郵送での申請をご希望の場合は、母子健康手帳・振込先口座番号のわかるもの
のコピーを頂きます。該当ページは申請書類のご案内もしくはホームページを
ご確認のうえ、ご送付ください。

　多胎児（ふたご、みつご等）を妊娠されている方に対して、通
常の妊婦健康診査14回の受診後、追加で妊婦健康診査を受診し
た場合に、5回分まで費用の一部を助成します。助成を受けるに
は、受診後に申請が必要です（申請期限は出産から1年以内）。
　必要書類等、詳しくはお問い合わせください。

23

申請方法など、詳しくは区ホームページをご覧ください。
申請書類は区ホームページからダウンロードできます。

　助産院での健診については、妊婦健康診査（1回目）、妊婦超音波検査、妊婦子
宮頸がん検診は対象外です。

多胎妊娠に伴う妊婦健康診査費用助成

の未使用回数分を上限に
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